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１ 中山間地域等直接支払制度の検討経緯

・ 特定農山村地域における農林業が国土・自然環境の保全等に果○平成５年５月19日（衆議院・農水委 、） 「
たしている役割りの重要性にかんがみ、適切な農林業活動を通じ６月４日（参議院・農水委）
てその機能が維持増進されるよう各種施策の一層の充実に努める特定農山村地域における農林業等の活性化のための
とともに、いわゆる直接所得補償方式については、構造政策の達基盤整備の促進に関する法律案に対する附帯決議
成状況、国民的コンセンサス等も踏まえ、引き続き検討を深める
こと 」。

・平成５年１２月１７日のガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意○平成６年８月12日
の実施に伴う農業施策に関する基本方針（閣議了解）を受け、今新たな国際環境に対応した農政の展開方向
後の政策推進の指針を取りまとめ。（農政審議会報告）
・直接支払いについては 「ＥＵ型のそれを我が国に導入すること、
は適当でないとする意見が大勢を占めた」としつつ 「本問題に、
ついても引き続き検討する」とする。

・平成７年９月から１年間の議論を経た結論として、中山間地域等○平成８年９月10日
における直接支払いについては 「今後十分な議論が必要」とす農業基本法に関する研究会報告 、
る。（同研究会は、農林水産大臣主催の懇談会）

・平成９年４月から３１回の議論を経た結論として、中山間地域等○平成９年12月19日
における直接支払いについては、積極的意見と消極的意見を両論食料・農業・農村基本問題調査会中間取りまとめ
併記。（同調査会は、内閣総理大臣の諮問機関）

・平成９年１２月の中間とりまとめ以降２２回の議論を経た結論と○平成10年９月17日
して、中山間地域等における直接支払いについて 「真に政策支食料・農業・農村基本問題調査会答申 、
援が必要な主体に焦点を当てた運用がなされ、施策の透明性が確
保されるならば、その点でメリットがあり、新たな公的支援策と
して有効な手法の一つである」とする。
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・中山間地域等における直接支払いを平成１２年度から導入するこ○平成10年12月８日
とを明らかにするとともに、直接支払いの実現に向けた具体的な農政改革大綱（農林水産省省議決定）
検討の枠組みを提示。

・農政改革大綱を踏まえ、中山間地域等における直接支払制度のあ○平成11年１月29日
り方について具体的に検討するため、地方公共団体の長、学識経中山間地域等直接支払制度検討会設置
験者等からなる第三者機関を設置（検討期間１月～８月 。（構造改善局長（当時）の招集に係る第三者機関） ）

・同法第35条第２項において 「国は、中山間地域等においては、○平成11年７月16日 、
適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関食料・農業・農村基本法公布・施行
する不利を補正するための支援を行うこと等により、多面的機能
の確保を特に図るための施策を講ずるものとする」と規定。

・中山間地域等における直接支払制度のあり方についての検討結果○平成11年８月13日
を取りまとめ。中山間地域等直接支払制度検討会報告
・これと並行して、平成１１年２月３日から自由民主党総合農政調
査会農業基本政策小委員会等においても検討が開始され、平成

、 。１１年８月１１日 中山間地域等直接支払制度骨子を取りまとめ

「 、○平成12年３月24日 ・ 多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において
担い手の育成等による農業生産活動の維持を通じ、耕作放棄の発食料・農業・農村基本計画（閣議決定）
生を防止し多面的機能を確保する観点から、農業生産条件の不利
を補正するための施策を実施する」とする。

○以上を踏まえ、
平成１２年度予算概算要求（平成１１年８月 、）
平成１２年度予算概算決定（平成１１年１２月 、）
平成１２年度予算成立（平成１２年３月）を経て、
平成１２年度から制度実施。
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２ 食料・農業・農村基本法における中山間地域等直接
<食料・農業・農村基本法における基本理念>支払制度の位置付け

(1) 食料・農業・農村基本法（平成11年7月施行）は、中
食料の安定供給の確保 多面的機能の適切かつ山間地域等の振興を、農村振興施策の柱の１つとして

十分な発揮位置付けるとともに、中山間地域等において適切な農
業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に
関する不利を補正するための支援策を講じることを規
定している。

農 業 の 持 続 的 な 発 展(2) 中山間地域等直接支払制度研究会（構造改善局長招
集の第三者機関）において、制度の具体的内容に関す
る検討が行われ、平成11年8月に「中山間地域等直接支
払制度骨子」及び「中山間地域等直接支払制度研究会
報告」として各々取りまとめられた。

農 村 の 振 興

① 農村の総合的な振興（第34条）
② 中山間地域等の振興（第35条）
③ 都市と農村の交流（第36条）

＜ ＞食料・農業・農村基本法

(中山間地域等の振興)
第35条 国は、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地
理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域（以下「中山
間地域等」という ）において､その地域の特性に応じて、新。
規の作物の導入、地域特産物の生産及び販売等を通じた農業
その他の産業の振興による就業機会の増大、生活環境の整備
による定住の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

２ 国は、中山間地域等においては、適切な農業生産活動が継
続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正する
ための支援を行うこと等により、多面的機能の確保を特に図
るための施策を講ずるものとする。
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３ 中山間地域等直接支払制度の骨子

(1) 目的
耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に
懸念されている中山間地域等において、農業生産の維

、 、持を図りつつ 多面的機能を確保するという観点から
国民の理解の下に、直接支払いを実施する。

(2) 基本的考え方
① 基本的考え方

、ア 生産条件が不利な地域の一団の農用地において
耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を発揮す
る観点から、既存施策との整合性を図りつつ、対
象地域、対象者、対象行為等を定める。

イ 交付金の交付は、生産性の向上、農業収益の向
上等により、農業生産活動等の自律的かつ継続的
な実施が可能となるまで実施する。

② 推進上の留意点
<ＷＴＯ協定のポイント>ア 我が国農政史上初の試みであることから、導入

の必要性、制度の仕組みについて広く国民の理解
① 対象地域を、法令に基づく中立的かつ客観的な基準によを得るとともに、国際的に通用するものとしてＷ
り、生産条件が定常的に不利であると認められる地域に限ＴＯ農業協定上「緑」の政策として実施する。
定

イ 明確かつ客観的基準の下に透明性を確保しなが
② 直接支払の額は、生産の形態・量及び国際価格・国内価ら実施する。
格と関連せず、かつ、当該地域において農業生産を行うこ
とに伴う追加の費用又は収入の喪失に限定ウ 農業生産活動等の継続のためには、地方公共団

体の役割が重要であり、国と地方公共団体が緊密
な連携の下に共同して実施する。

エ 制度導入後も、中立的な第三者機関による実施
状況の点検や政策効果の評価等を行い、基準等に
ついて見直しを行う。
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(3) 制度の仕組み

①対象地域及び対象農用地

対象地域 対象農用地

（ ） （ 「 」）自然的・経済的・社会的条件の不利な地域 農業生産条件の不利な農振地域内にある 一団の農用地

【地域振興立法８法の指定地域】 【通常基準】

○特定農山村法 ○急傾斜（田１／ 以上、畑・草地 度以上）20 15
○山村振興法 ①一般部分 ○自然条件により小区画・不整形な田

○過疎地域自立促進特別措置法 国費：１／２ ○草地率の高い（ ％以上）地域の草地70
○半島振興法

○離島振興法

○沖縄振興開発特別措置法

（市町村長が特に必要と認めるもの）○奄美群島振興開発特別措置法

100 20○小笠原諸島振興開発特別措置法 ○緩傾斜 田１／ ～１／

畑・草地８度～ 度15
○高齢化率・耕作放棄率が高い農地

【特認地域】 【特認基準】

○地域の実情に応じて都道府県知事が指定する ②特認部分 ○通常基準に準ずるものとして都道府県知事が

自然的・経済的・社会的条件が不利な地域 国費：１／３ 定める基準

例：８法の地域外において、 ８法地域内の例：沖縄県等の遠隔離島地域

・これら地域に接する農用地 の農地

・農林統計上の中山間地域 等 ８法地域外の例：急傾斜（田１／ 以上）20
等通常基準と同様

※②の特認部分については、各都道府県の農振農用地の５％以内
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② 市町村基本方針
<市町村基本方針の内容>市町村長は 交付金の交付を円滑に実施するため、 、

地域の実情に即し、市町村基本方針を策定する。
(1) 趣旨また、基本方針を策定又は変更するときは、都道
市町村の現況、交付金を実施する意義、基本方針に定める府県知事の認定を受ける。
項目等
(2) 対象地域及び対象農用地
当該市町村に該当する対象地域及び当該市町村長が指定し
ようとする対象農用地の基準
(3) 集落協定の共通事項
集落が集落協定に定めるべき事項

(4) 個別協定の共通事項
協定の対象となる農用地等の事項

(5) 対象者
交付金の交付の対象者

(6) 集落相互間の連携
市町村が行う集落間の連携支援等
、 、なお 集落協定を締結できない集落が想定される場合には

当該集落の農用地に係る近隣の認定農業者等や直接支払対象
集落による利用権の設定等及び農作業の受委託の推進につい
て記載。
(7) 交付金の使用方法
地域の実情を考慮して市町村が望ましいと考える使用内容
なお、集落協定の場合にあっては、集落への交付額の概ね
1/2以上を集落の共同取組活動に充てることが望ましい旨記載
(8) 交付金の返還
(9) 生産性・収益の向上、担い手の定着、生活環境の整備等に
関する目標
市町村の目標及び市町村が目標達成のために講ずる施策等

(10) 実施状況の公表及び評価
公表内容及び評価の実施時期等
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<集落協定>③ 対象者及び対象行為

対象農用地における関係農業者等の間で締結されるもので、対象農用地において、集落協定又は個別協定を締

①構成員の役割分担、②生産性の向上や担い手の定着の目標な結し、この協定に基づいて、５年間以上継続して農

ど、集落として今後５年間に取り組むべき事項や目標を定める業生産活動等を行う農業者等（第３セクター、生産

協定のことをいう。組織等を含む ）とする。。

認定農業者等の担い手が十分に育成されていない中山間地域協定違反の場合は、不可抗力の場合を除き交付金

等においては、集落の持つ補完性や継続性という諸機能を最大を全て返還する。
限に生かして、担い手不足に対応し、農業生産活動を継続して

いくことが重要である。

《不可抗力の内容》

ア．農業者の死亡、病気等の場合

<個別協定>イ．自然災害の場合

認定農業者、これに準ずる者として市町村長が認定した者、ウ．土地収用法等に基づき収用若しくは使用を受

、 、 、 、けた場合又は収用適格事業(土地収用法第３条) 第３セクター 特定農業法人 農協 生産組織等が所有権移転

賃借、農作業受託などにより、農用地を引き受けて農業生産活の要請により任意に売渡もしくは使用させた場

動等を行う協定のことをいう。合

エ．農地転用の許可を受けて農業用施設用地等と

した場合
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<単価>④ 単価
1) 助成を受けられない平地地域との均衡を図るとともに、単価は、中山間地域等と平地地域との農業生産条
生産性向上意欲を阻害しないとの観点から、平地地域と対件の格差の範囲内で設定する。
象農用地との生産条件の格差(コスト差)の８割とする。

、なお、認定農業者等の担い手が十分に育成されて 2) 田・畑・草地・採草放牧地別に単価を設定するとともに

原則として急傾斜農用地とそれ以外の農用地とで生産条件いない中山間地域等で農業生産活動を継続していく
の格差に応じて２段階の単価設定。ためには、集落の持つ補完性、継続性という諸機能
3) １戸当たり 100万円の受給総額の上限を設ける（農業生を生かした共同取組活動に取り組むことが重要であ
産法人、第３セクター、生産組織等には適用しない 。ることから、本制度では、交付金の1/2以上を集落の 。）

共同取組活動に充てることが望ましいとしている。
地 目 区 分 １０ａ当たり単価

田 １／２０以上 ２１，０００円

１／１００以上１／２０未満 ８，０００円

畑 １５度以上 １１，５００円

８度以上１５度未満 ３，５００円

草 地 １５度以上 １０，５００円

８度以上１５度未満 ３，０００円

草地率（７０％以上） １，５００円

採草放牧地 １５度以上 １，０００円

８度以上１５度未満 ３００円

⑤ 期間
実施期間は平成１２年度から１６年度までの５年
間とする。
なお、中立的な第三者機関において、交付金に係
る効果等を検討し、評価するとともに、中山間地域
農業をめぐる諸情勢の変化、協定による目標達成に
向けての取組を反映した農用地の維持・管理の全体
的な実施状況等を踏まえ、５年後に制度全体の見直
しを行う。
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（参考） 中山間地域等直接支払制度とＥＵにおける条件不利地域制度の対比

日 本 Ｅ Ｕ Ｗ Ｔ Ｏ 農 業 協 定

耕作放棄地の増加等により多面的機能 山岳地帯等の条件不利地域において、農
の低下が特に懸念されている中山間地域 業の存続を確保し、最低限の人口水準の維目 的
等において 農業生産の維持を図りつつ 持と景観の保持を図る、 、
多面的機能を確保する

自然的・経済的・社会的条件の悪い地域 (1)山岳地域 法令に基づく中立的かつ客観的
① 特定農山村､山村振興､過疎､半島､離 土地の利用の可能性に相当の制限があり な基準により、生産条件が定常的対象地域
島､沖縄､奄美､小笠原の地域振興立法 労働コストが相当大きく､以下の要件を満 に不利であると認められる地域
８法の指定地域 たす地域
② 知事特認地域 ① 標高及び困難な気象条件により､作物の

生育期間が相当短いこと
以下の全ての要件を満たす農用地 ② 機械の使用が困難､又は高額の特別な機
① 農業生産条件の悪い農用地 械の使用が必要な急傾斜地が地域の大部対 象
急傾斜農用地 分を占めること農 用 地 a
（田1 20以上､畑等15度以上）/
自然条件により小区画･不整形な水 (2)普通条件不利地域b
田 大多数が30 未満で平均20 以下 以下の全ての特性を有する地域（ ）a a
積算気温が著しく低く､かつ､草地比 ① 生産性が低く､耕作に不適な土地(主とc
率の高い(70％以上）地域の草地 して粗放的な畜産業に適する土地)の存在
緩傾斜農用地 ② 自然条件に起因して､農業の経済活動をd
（田1 100以上､畑等8度以上） 示す主要指標に関して生産が平均より相/
高齢化率･耕作放棄率の高い集落に 当低いことe
存する農用地 ③ 人口の加速度的な減少により当該地域
知事特認基準 の活力及び定住の維持が危うい地域f

（参考）知事特認地域及び基準の 14実H
績は、実施地域の9 （面積ベース） (3)小地域(上限：各国の総面積の4 )% %

特別のﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟの影響を受けており､
② 一団(1 以上)の農用地 田園景観､観光資源､沿岸区域の保護のたha
③ 農振農用地区域内の農用地 め､ 農業の存続が不可欠な地域
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集落協定又は個別協定に基づき、5年以 3 (南欧諸国は2 )以上の農用地を有し、5 適格性を有する地域の生産者の対 象 者 ha ha
上農業生産活動等を継続する農業者等 年以上農業生産活動等を継続する農業者等 み（一般的に当該地域のすべての

生産者）

・平地地域と対象農用地との生産条件 ・2.5～20 (2,427円 )／10 の範囲内 生産の形態・量に関連しない単 価 EURO * a
(コスト)格差の8割 で各国が決定（ 1 121.36円 1999） （生産制限のための支払を除く）* EURO= :

・国の負担は､1 2（特認は､1 3） ・ の一部負担の上限は1経営体当たり120 国際価格･国内価格に関連しな/ / EU
単位( 又は ) いLU ha
60単位を超える部分は最初の60単位の1 2/

当該地域において農業生産を行
・1戸当たりの受給上限は100万円 ・1経営体当たりの受給上限 うことに伴う追加の費用又は収入
（第3セクター等には適用しない ） 独：12千ﾏﾙｸ(89万円 1 74.39円 1998) の喪失に限定する。 : DM= :

LU ha仏：50 又は40
英：なし 生産要素に関連する支払は、当

該要素が一定の水準を超える場合
・田･畑･草地･採草放牧地別に単価を設 ・仏､英は家畜生産のみを対象 には、逓減的に行う
定 ・ は､以下の面積を控除EU

① 放牧のための牧草地､小麦(単収が2.5
以下の普通小麦を除く)､0.5 を超t/ha ha
えるリンゴ･なし･もも
② 普通条件不利地域､小地域における2
以上のワイン用ぶどう園､ビート､kl/ha

その他集約作物

・急傾斜農用地とそれ以外の農用地とで ・地域の条件を考慮して､各国が単価に格差
生産条件の格差に応じて2段階の単価 を設定
設定

( 14) 総額：538億円 ( 9) 総額：2,484億円実 績 H H
1戸当たり：83千円 1戸当たり：213千円
(北海道383千円､都府県74千円)


